
情 報 掲 示 板

定
基
準
の
ラ
ン
ク
Ⅰ
、
Ⅱ
ａ
、

Ⅱ
ｂ
の
人

○
20
歳
か
ら
64
歳
ま
で
の
要
介
護

障
害
者
を
介
護
し
て
い
る
場
合

①
要
介
護
障
害
者
、
介
護
者
（
受

給
対
象
者
）
が
、
２
月
１
日
現

在
、
鹿
屋
市
に
引
き
続
き
１
年

以
上
居
住
し
住
民
登
録
を
有
し

て
い
る
こ
と

②
平
成
24
年
８
月
２
日
以
前
か
ら

特
別
障
害
者
手
当
を
受
給
し
て

い
る
要
介
護
障
害
者
を
、
同
居

又
は
こ
れ
に
準
ず
る
状
態
で
継

続
し
て
６
か
月
以
上
、
在
宅
で

介
護
し
て
い
る
こ
と

※
所
得
制
限
等
で
特
別
障
害
者
手

当
を
受
給
し
て
い
な
い
障
害
者

を
在
宅
介
護
し
て
い
る
人
は
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

③
２
月
１
日
の
資
格
認
定
日
に
、

在
宅
で
介
護
し
て
い
る
こ
と

次
の
人
は
受
給
対
象
者
で
は
あ
り

ま
せ
ん

□
平
成
24
年
８
月
２
日
以
降
、延

べ
３
か
月
以
上
の
長
期
入
院

（
入
所
）を
し
た
要
介
護
障
害
者

●
支
給
額
（
一
人
当
た
り
）

①
要
介
護
４
、
要
介
護
５
の
要
介

護
高
齢
者
＝
年
額
６
万
円

②
要
介
護
２
（
重
度
認
知
症
に
限

る
）、
要
介
護
３
の
要
介
護
高

齢
者
＝
年
額
３
万
円

③
要
介
護
障
害
者
＝
年
額
３
万
円

●
申
請
時
に
必
要
な
も
の
＝
申
請

書
（
民
生
委
員
の
証
明
が
必
要
）、

介
護
者
名
義
の
預
金
通
帳
、
介

護
保
険
被
保
険
者
証
（
要
介
護

認
定
を
受
け
て
い
る
人
の
み
）

●
申
請
期
間
＝
２
月
１
日
（
金
）

〜
28
日
（
木
）

●
申
請
方
法
＝
直
接
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

問
市
高
齢
福
祉
課

　
（
１
階
⑦
番
窓
口
）

　

☎
０
９
９
４ｰ

31ｰ

１
１
１
６

　

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

障
害
者
控
除
及
び
お
む
つ

代
医
療
費
控
除
に
つ
い
て

障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
の
交

付
に
つ
い
て

　

所
得
税
や
地
方
税
で
は
、
申
告

す
る
本
人
又
は
扶
養
親
族
が
「
障

害
者
（
又
は
特
別
障
害
者
）」
に

該
当
す
る
場
合
、「
障
害
者
控
除
」

と
し
て
一
定
金
額
を
所
得
か
ら
差

し
引
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
身
体
障
害
者
手
帳
等
の

交
付
を
受
け
て
い
な
く
て
も
、
65

歳
以
上
で
介
護
保
険
の
要
介
護
認

定
（
要
支
援
を
除
く
）
を
受
け
て

い
る
人
等
は
、「
障
害
者
控
除
」
の

対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
場
合
、
障
害
者
手
帳
等
の

介
護
慰
労
金
手
続
き
の
お

知
ら
せ
〜
平
成
24
年
度
第

２
回
目
受
付
〜

●
受
給
対
象
者
＝
次
の
す
べ
て
の

要
件
を
満
た
す
人

○
65
歳
以
上
の
要
介
護
高
齢
者
を

介
護
し
て
い
る
場
合

①
要
介
護
高
齢
者
、
介
護
者
（
受

給
対
象
者
）
が
、
２
月
１
日
現

在
、
鹿
屋
市
に
引
き
続
き
１
年

以
上
居
住
し
住
民
登
録
を
有
し

て
い
る
こ
と

②
65
歳
以
上
で
、
平
成
24
年
８
月

２
日
か
ら
要
介
護
２
（
重
度
認

知
症
に
限
る
）、
要
介
護
３
、

要
介
護
４
、
要
介
護
５
の
認
定

を
受
け
て
い
る
人
を
、
同
居
又

は
こ
れ
に
準
ず
る
状
態
で
継
続

し
て
６
か
月
以
上
、
在
宅
で
介

護
し
て
い
る
こ
と

③
２
月
１
日
の
資
格
認
定
日
に
、

在
宅
で
介
護
し
て
い
る
こ
と

次
の
人
は
受
給
対
象
者
で
は
あ
り

ま
せ
ん

□
平
成
24
年
８
月
２
日
以
降
、
延

べ
３
か
月
以
上
の
長
期
入
院

（
入
所
）を
し
た
要
介
護
高
齢
者

□
要
介
護
２
の
人
で
介
護
保
険
法

に
基
づ
く
要
介
護
認
定
申
請
に

係
る
認
定
調
査
票
及
び
主
治
医

の
意
見
書
に
お
い
て
、
認
知
症

高
齢
者
の
日
常
生
活
自
立
度
判

●国民年金保険料の現金払い ●国民年金保険料の口座振替

○ 1か月前納＝当月末の振替で、月々の保険料が
　　　　　　　50円お安くなります。
○申込期限　1年分又は上期 6か月分＝２月末日
　　　　　　下期 6か月分　　　　　＝８月末日
●申込方法など
○必要な物＝通帳、金融機関の届出印
○ 申込方法＝市民課、各総合支所市民生活課、又
は鹿屋年金事務所に直接お申し込みください。

現金で毎月納付
する場合

14,980円×12回
１年分は、179,760円

89,150円×2回
178,300円

88,860円×2回
177,720円

1,460円
割引

3,190円
割引

2,040円
割引

3,770円
割引

176,570円

175,990円

現金で半年分
前納すると

現金で１年分
前納すると

口座振替で半年分
前納すると

口座振替で１年分
前納すると

問市民課（1階④番窓口）　☎ 0994-31-1114　鹿屋年金事務所　☎ 0994-42-5123

○ 6か月前納＝ 4月～ 9月分の保険料を 4月末に納入、
　　　　　　　10月～翌年 3月分を 10月末に納入
○ 1年分前納＝ 4月～翌年 3月分を 4月末に納入

金額については平成 24年度の保険料で算出しています。

国民年金保険料は、まとめて前国民年金保険料は、まとめて前払払（前納（前納））するとお得でするとお得ですす！！！！
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